
(57)【要約】
【目的】  レール電極間で再点弧が発生するのを防止す
る。
【構成】  平行な一対のレール電極１，２に高圧大電流
電源６を接続して、レール電極１，２間に配置された飛
翔体８に電流を流すことにより、飛翔体８にローレンツ
力を作用させ、飛翔体８を筒体４先端から発射させるよ
うにした電磁加速装置において、筒体４の少なくとも回
路接続部１０外周に飛翔体８が蒸発して成るプラズマ９
を電極面から排除するための磁場発生用コイル１１を配
置する。



【特許請求の範囲】
【請求項１】  高圧大電流電源６を有する回路７に接続
される平行な一対のレール電極１，２を内部長手方向に
有する筒体４と、該筒体４内部に挿入されてレール電極
１，２間を導通可能な飛翔体８とで構成される電磁加速
装置において、筒体４の少なくとも回路接続部１０外周
に磁場発生用コイル１１を配置したことを特徴とする電
磁加速装置。
【請求項２】  高圧大電流電源６を有する回路７に接続
される平行な一対のレール電極１，２を内部長手方向に
有する筒体４と、該筒体４内部に挿入されてレール電極
１，２間を導通可能な飛翔体８とで構成される電磁加速
装置において、筒体４の外周に長手方向に沿って磁場発
生用コイル１１を間隔を置いて複数配置したことを特徴
とする電磁加速装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【産業上の利用分野】本発明は、電磁加速装置に関する
ものである。
【０００２】
【従来の技術】以下、電磁加速装置を図４・図５を用い
て説明する。
【０００３】平行な一対のレール電極１，２の両側部間
を絶縁体３で閉塞して筒体４を形成する。
【０００４】前記レール電極１，２の基端部間にスイッ
チ５及び高圧大電流電源６を備えた回路７を接続する。
【０００５】前記筒体４内部にレール電極１，２間を導
通可能な飛翔体８を摺動自在に挿填する。
【０００６】尚、飛翔体８は、導電性を有する材料で形
成するか、或いは、絶縁材の後端に導電性のアーマチャ
を取付けて形成しても良い。
【０００７】９は飛翔体８の後端が蒸発して成るプラズ
マ、１０はレール電極１，２における回路接続部であ
る。
【０００８】スイッチ５をオンにしてレール電極１，２
間に高圧大電流電源６を接続すると、飛翔体８を介して
レール電極１，２間に電流ｉが流れ、該電流ｉによって
紙面と直角方向の磁界が発生し、同時に、飛翔体８にロ
ーレンツ力Ｆが発生する。
【０００９】該ローレンツ力Ｆによって飛翔体８が加速
され、筒体４の先端から発射される。
【００１０】
【発明が解決しようとする課題】しかしながら、上記電
磁加速装置には、以下のような問題があった。
【００１１】即ち、ローレンツ力Ｆによって飛翔体８が
加速されるに従い、飛翔体８の位置、即ち、レール電極
１，２間の導通位置がレール電極１，２間の回路接続部
１０から離れて行くため、次第に電流路が長くなって行
くが、筒体４の内部には飛翔体８の後端部が通電時のジ
ュール熱により蒸発されてできたプラズマ９が充満して

いるので（符号９では特にプラズマの濃度が濃い部分の
みを指しているが、実際にはプラズマ９は筒体４の内部
に充満されている）、該プラズマ９を媒介として、回路
接続部１０その他の、より電流路が短くなる位置におい
て放電が発生する（いわゆる再点弧を起す）おそれが有
る。
【００１２】このように、回路接続部１０やその他の位
置など、飛翔体８以外の位置で放電が発生すると、飛翔
体８を加速しているローレンツ力Ｆが分散されてしまう
ので、飛翔体８に対する加速性能が低下するという問題
が有った。
【００１３】本発明は、上述の実情に鑑み、レール電極
間の飛翔体以外の位置で再点弧が発生するのを防止し得
るようにした電磁加速装置を提供することを目的とする
ものである。
【００１４】
【課題を解決するための手段】請求項１の本発明は、高
圧大電流電源６を有する回路７に接続される平行な一対
のレール電極１，２を内部長手方向に有する筒体４と、
該筒体４内部に挿入されてレール電極１，２間を導通可
能な飛翔体８とで構成される電磁加速装置において、筒
体４の少なくとも回路接続部１０外周に磁場発生用コイ
ル１１を配置したことを特徴とする電磁加速装置にかか
るものである。
【００１５】請求項２の本発明は、高圧大電流電源６を
有する回路７に接続される平行な一対のレール電極１，
２を内部長手方向に有する筒体４と、該筒体４内部に挿
入されてレール電極１，２間を導通可能な飛翔体８とで
構成される電磁加速装置において、筒体４の外周に長手
方向に沿って磁場発生用コイル１１を間隔を置いて複数
配置したことを特徴とする電磁加速装置にかかるもので
ある。
【００１６】
【作用】本発明の作用は以下の通りである。
【００１７】平行な一対のレール電極１，２間に高圧大
電流電源６を接続すると、飛翔体８を介してレール電極
１，２間に電流が流れ、この時、飛翔体８にローレンツ
力が作用して飛翔体８が加速され、筒体４の先端から発
射される。
【００１８】飛翔体８が加速されている際に、ジュール
熱により飛翔体８後端の一部が蒸発してプラズマが発生
し、該プラズマが媒介と成って筒体４の内部でレール電
極１，２間の飛翔体８以外の位置に放電（再点弧）を発
生させるおそれが有るが、プラズマは磁場に沿わせるこ
とができるので、請求項１では筒体４における少なくと
も最も再点弧が発生し易い回路接続部１０外周に、又、
請求項２では筒体４の全体に、磁場発生用コイル１１を
配置してプラズマを部分的に電極面近傍から排除し、レ
ール電極１，２間に再点弧が発生するのが防止される。
【００１９】
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【実施例】以下、本発明の実施例を図面を参照しつつ説
明する。
【００２０】図１は、本発明の第一の実施例である。
【００２１】又、図中、図４・図５と同一の構成部分に
ついては同一の符号を付すことによって説明を省略する
ものとし、以下、本発明に特有の構成についてのみ説明
して行く。
【００２２】筒体４の少なくとも回路接続部１０外周に
磁場発生用コイル１１を巻回配置する。
【００２３】図中、１２は磁場発生用コイル１１により
発生された磁場である。
【００２４】次に、作動について説明する。
【００２５】飛翔体８を介してレール電極１，２間に電
流ｉを流すことにより、飛翔体８にローレンツ力を作用
させて飛翔体８を加速させる過程、及び、飛翔体８の後
端が通電によるジュール熱で蒸発され、筒体４内部にプ
ラズマ９が充満される過程については図４・図５と同様
なので説明を省略する。
【００２６】そして、前述したように、飛翔体８が加速
されるに従い、飛翔体８の位置、即ち、レール電極１，
２間の導通位置が回路接続部１０から離れて行くことに
より、次第に電流路が長くなって行くので、回路接続部
１０その他の、より電流路が短くなる位置において、筒
体４の内部に充満しているプラズマ９を媒介として放電
（いわゆる再点弧）が発生するおそれを生じる。
【００２７】そこで、本発明では、筒体４の少なくとも
回路接続部１０外周に磁場発生用コイル１１を巻回配置
して、飛翔体８の加速中に磁場発生用コイル１１により
回路接続部１０に磁場１２を発生させる。
【００２８】プラズマ９は、ガスが電離してプラスイオ
ンとマイナスイオンが均等に混在している電気的に中性
の状態であるため、磁場にならうという性質が有り、こ
の性質によって磁場１２を掛けてプラズマ９の存在領域
を移動させることが可能である。
【００２９】従って、プラズマ９は回路接続部１０にお
いて磁場発生用コイル１１により発生された磁場１２に
よって電極面から排除され、レール電極１，２と接触す
ることが防止されるので、確実に回路接続部１０におけ
る再点弧を防止することができる。
【００３０】図２は本発明の第二の実施例であり、筒体
４の全長に亘り間隔を置いて磁場発生用コイル１１を複
数設け、個々に飛翔体の通過に連動して順次磁場１２を
発生し、筒体４からその全長に亘ってプラズマ９を排除
するようにした以外は前記実施例と同様の構成を備えて
おり、同様の作用効果を得ることができる。
【００３１】図３は本発明の第三の実施例であり、電磁
加速装置１３の基端に予備加速用の電熱加速装置１４を
取付けたものである。
【００３２】該電熱加速装置１４は、絶縁材製の筒体１

５における反電磁加速装置１３側の端部及び中途部にそ
れぞれ電極１６，１７を備え、該電極１６，１７間に高
圧大電流電源１８及びスイッチ１９を有する回路２０を
接続して、電極１６，１７間に放電を発生させることに
より、筒体１５内部で筒体１５を構成する絶縁材を蒸発
させ、蒸発したガス（プラズマ２１）の圧力によって、
飛翔体８に予備加速を与えるようにしたものである。
【００３３】このように、電磁加速装置１３の予備加速
用として電熱加速装置１４を用いた場合、電熱加速装置
１４で発生したプラズマ２１も電磁加速装置１３側へ流
入するので、電磁加速装置１３を単独で使用した場合に
比べて内部のプラズマ９，２１の濃度が高くなり、回路
接続部１０における再点弧の可能性が高くなるところ、
回路接続部１０に磁場発生用コイル１１を巻回配置して
プラズマ９，２１のレール電極間１，２に対する接触を
防止することにより、前記各実施例と同様、確実に再点
弧を防止することができるようになる。
【００３４】尚、上記以外は前記各実施例と同様の構成
を備えている。又、特に図示しないが、図３のような場
合でも、図２に示すように磁場発生用コイル１１を筒体
４の全長に亘って複数配置しても良い。
【００３５】尚、本発明は、上述の実施例にのみ限定さ
れるものではなく、本発明の要旨を逸脱しない範囲内に
おいて種々変更を加え得ることは勿論である。
【００３６】
【発明の効果】以上説明したように、本発明の電磁加速
装置によれば、飛翔体８が蒸発して成るプラズマを磁場
発生用コイル１１によって発生された磁場１２によって
部分的にプラズマを電極面近傍から排除することによ
り、レール電極１，２間で再点弧が発生するのを防止で
きるという優れた効果を奏し得る。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の第一の実施例にかかる電磁加速装置の
概略側断面図である。
【図２】本発明の第二の実施例にかかる電磁加速装置の
概略側断面図である。
【図３】本発明の第三の実施例にかかる電磁加速装置の
概略側断面図である。
【図４】電磁加速装置の概略側断面図である。
【図５】図４のＶ－Ｖ矢視図である。
【符号の説明】
１，２     レール電極
４   筒体
６   高圧大電流電源
７   回路
８   飛翔体
１０ 回路接続部
１１ 磁場発生用コイル
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【図１】

【図２】

【図４】

【図５】
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【図３】
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